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【問合わせ先・提出先】 

  公益財団法人 沖縄県産業振興公社 産業振興部 産業振興課 

流通環境整備支援事業   担当  玉城、石原、平良、金城 

TEL 098-859-6239 / FAX 098-859-6233 / Email logigourika@okinawa-ric.or.jp 

 

【事業委託者】 

沖縄県 農林水産部 流通・加工推進課 流通政策班  

流通環境整備事業 担当 嘉手苅 

TEL：098-866-2255  FAX：098-862-7519 

 

※本事業は、内閣府の沖縄農林水産物条件不利性事業費補助金を活用した沖縄県の補助事業であり、 

（公財）沖縄県産業振興公社が運営委託を受けております。 

【公募期間】 令和 7年 6月 2日(月)～6 月 26日(木) 

※提案に際し、最低１回の事前相談が必須です。 

【提案書受付期間】 令和 7 年 6 月 16日(月)～6 月 26日(木) 

受付時間 9:00～16：00 月曜～金曜（6/23 及び休憩 12：00～13：00 を除く） 

※提案書受付最終日の 6月 26 日(木)は 15：00 で締め切ります。 

※受付状況によっては期間を延長する場合があります。 
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 事業の概要 

(1)目的及び事業内容 

島嶼県である本県は、沖縄県から県外に出荷される県産農林水産物、北部市町村から県外

に出荷される地域特産物、並びに離島市町村から県内外に出荷される地域特産物について、

県外産地との競争条件において不利性を有しており、市場が限定され物流コスト等の面でも

不利な環境にあり、域外出荷が進まない要因となっています。 

公益財団法人沖縄県産業振興公社（以下、「公社」という。）は、沖縄県からの委託を受

け、県産農林水産物の輸送コストの低減及び総合的な流通の合理化に向け、持続可能な県外

出荷の物流ネットワーク構築等への実証事業の提案を広く公募します。 

本事業で採択され、沖縄県の補助金交付決定を受けた実証事業（以下、「補助事業」）につ

いて、補助事業に要する費用の一部が補助されます。 

また、公社の専門コーディネーターが提案書の事前相談から、提案内容のアドバイス、実

証事業の円滑な推進、実効性の向上を図る支援を行います。 

 

 

(2) 事業の流れ 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業の流れは以下のとおりです。 

① 県から本補助事業の運営管理を受託している公社が実証事業を公募します。 

② 実証事業の応募を検討している企業等は、本事業の専門コーディネーター等に事前相談をして

ください。※最低１回は必須 

③ 企業等は受付期間内に提案書を提出します。 

沖縄県産業振興公社 
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④ 外部有識者等で構成する審査委員会により厳正な審査を行い、実証事業の提案内容を評価しま

す。評価にあたり、提案企業等には、審査委員会にて実証事業の内容に関するプレゼンテーシ

ョンを行っていただきます。 

⑤ 審査委員会（外部有識者等）の審査の結果を受け、公社はその内容（採択・不採択）を企業等

に通知します。 

⑥ 採択通知を受けた企業等は、公社の専門コーディネーター等とともに実証事業の提案内容及び

経費の精査等を行います。 

⑦ 精査後、企業等は補助金の交付申請書を公社に提出し、公社は取りまとめて県に提出します。 

⑧ 県は、補助金交付決定に係る最終手続を経た上で、申請者に対し補助金の交付決定を書面にて

通知します。 

⑨ 県の交付決定後は、公社の専門コーディネーター等のハンズオン支援のもと、申請した実証事

業を実施します。実証事業終了後には、県に対し実績報告書を提出します。補助金の交付は、

実績報告後の精算払いとなりますが、必要があると認められる場合は概算払いも可能です。詳

しくは公社の専門コーディネーター等へお問合せください。 

 

 応募の要件 

実証事業に係る応募要件 

・提案する実証事業の内容が、持続的な県産農林水産物の輸送コストの低減及び総合的な流通

の合理化（生産者や出荷者の課題解決または所得向上等）につながることが見込まれるこ

と。（提案書に生産者や出荷者の課題と実証における仮説および目標設定、最終ゴールの目標

（数値等）を記載すること）。 

・実証事業の取組により、県内経済への波及効果が見込まれること。 

・提案する実証事業に係る事務や経理が行える十分な管理体制及び処理能力を有すること。 

・公社の専門コーディネーター等のハンズオン支援に対し、連携、協力ができること。 

・採択企業が主体的に、かつ誠実に申請内容に則って実証事業を推進すること。 

・県及び公社に対し、定期的(月 1回)に実証事業の進捗状況や成果を報告すること。 

・共同事業体を構成する場合、企業の連名による共同事業体協定書（各構成員の代表者印を押

印）を締結し、各構成員の役割や費用分担等を明確化し、相互協力できる体制を構築するこ

と。 

・実証事業の内容や成果について公表することに了承すること。 

・実証事業の実施期間及び実証事業終了年度の翌年度から５年間は、県や公社の実施する調

査、取材等に応じること。 
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※当該年度に、当該事業以外の国・県等が助成する補助事業に採択された実証事業やプロジ

ェクト(事業内容や経費が重複しているもの)は、補助対象になりません。 

 

実証事業の対象者 

県産農林水産物の輸送コストの低減、総合的な流通の合理化等の実証事業の提案及び実施が可

能な以下のいずれかの者 

① 沖縄県内北部市町村及び離島市町村 

② 沖縄県内に事業所を有する法人、代表事業者が沖縄県内に事業所を有する法人である共同事

業体（役割や費用の分担等が協定書等により定められているものに限る。） 

 

なお、沖縄県内北部市町村及び離島市町村とは、具体的には以下に定める地域とする。 

※「北部市町村」とは、名護市、国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、本部町、恩納村、宜

野座村及び金武町をいう。 

※「離島市町村」とは、石垣市、うるま市のうち津堅島地区、宮古島市、南城市のうち久高

島地区、伊江村、渡嘉敷村、座間味村、粟国村、渡名喜村、南大東村、北大東村、伊平屋

村、伊是名村、久米島町、多良間村、竹富町及び与那国町をいう。 

 

実証事業の対象となる農林水産物 

沖縄県内で生産された農林水産物（水産物については県内で水揚げされたもの） 

なお、次に掲げるものは適用を除外するものとする。 

① サトウキビ 

② 食品表示法で定める加工品 

※ただし、飲食料品の原料又は材料（例：ペースト、ピューレ）として出荷するものは対象

となる場合があります。 

③ 上記以外で県外出荷が禁止されているもの 

 

 補助事業の具体的な内容 

(1)補助内容 

①補助上限額：2,000 万円  

②補 助 率：1年目 10/10以内、2年目 9/10以内、3年目 8/10以内 

※ただし、北部・離島市町村については、2年目以降も 10/10以内 

 

(2)補助金の交付予定件数（実証事業採択予定件数） 

4～8件程度 

 



 

4 
 

(3) 補助対象期間 

交付決定日から令和 8年 2月 28日まで 

※本事業の補助対象期間は 1事業年度ですが、年度ごとに進捗、成果等を検証し、当該年度

内に実施する継続審査会にて実証事業の継続が認められた場合、最長 3事業年度（令和 9

年度）まで、継続して実施することができます。 

 

(4) 公社専門コーディネーターによる支援 

補助金の交付決定を受けた実証事業計画を共に推進するため、公社の専門コーディネータ

ーが、実証事業に対する助言、経理検査、進捗管理等を実施します。 

 

(5)補助対象経費 

対象経費は下記の項目別に経費内訳書に記載してください。 

経費の

区分 
補助対象経費 内 容 

人件費 

職員人件費 

（注2） 

 

 

事務補助員賃金 

（注2） 

補助事業に従事する者の直接作業時間に対する給料その他手当及

び法定福利費の補助事業者負担分。ただし、福利厚生に係る諸手

当、賞与、時間外手当、役員報酬は除く。 

 

補助事業に従事する事務補助員等に対する賃金 

事業費 

賃金 

 

旅費 

 

備品購入費 

 

 

 

需用費 

 

 

役務費 

 

 

 

 

事業実施に必要な一時的アルバイト等に要する賃金 

 

事業実施に必要な出張又は専門家等招聘に要する経費 

 

事業実施に必要な物品（形状及び性質をかえることなく比較的長

期間の使用又は保存に耐え得るもので一品の取得価格が50万円未

満（消費税込み）のもの）の購入に要する経費 

 

事業実施に必要な消耗品費、燃料費、印刷製本費等であって、当

該事業のために使用されることが確認できる経費 

 

事業実施に必要な広告宣伝費、保険料、デザイン料、通信運搬

費、原稿料等に要する経費 
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委託料 

 

 

 

使用料及び 

賃借料 

 

報償費 

 

 

その他事業 

に必要な経費 

事業実施に必要な業務のうち、補助事業者が直接実施することが

できないもの又は適当でないものについて、他の事業者に行わせ

るために必要な経費 

 

事業実施に必要な会場使用料、駐車場使用料、機械設備等の使用

料等に要する経費 

 

外部専門家等に対する謝礼金や事業協力等に対する謝礼として支

払われる経費 

 

事業実施に必要な経費であって、他のいずれの区分にも属さない

もの。当該事業のために使用されることが特定、確認できるも

の。 

 

   (注 1) 補助事業の詳細は、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和 30年法

律第 179号）」、「沖縄県補助金等の交付に関する規則（昭和 47 年沖縄県規則第 102

号）、「沖縄農林水産物条件不利性解消事業費補助金交付要綱（令和 7年 3月 28日府政

沖第 132号）」「おきなわ農林水産物県外出荷促進事業（流通環境整備）補助金交付要

綱（令和 7年 4月 1日）」に基づきます。 

   また、各経費の経理処理については経済産業省の「補助事業事務処理マニュアル

（R4.6）」を準用します。 

   https://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/jimusyori_manual.html 

   ※マニュアル中「経済産業省担当者」は「公社担当者」に読み替えてください。 

   (注 2) 人件費の経理処理については補助事業事務処理マニュアル 11ページの【手法 2：健保

等級単価計算】及び別表「等級単価一覧表 令和 7年度適用」（「A．賞与なし、年 4回

以上」単価）を適用。 

（注 3）本事業における利益等排除については「6.本事業における利益排除について」 

（10ページ）を参照。 

 

(6)補助対象外経費 

① 消費税及び地方消費税等の租税公課 

② 建物等施設の建設及び不動産の取得に関する経費 

③ 不動産以外の財産権の取得に関する経費 

④ 補助事業の業務以外に従事した分の人件費及び賃金 

⑤ 事業の期間中に発生した事故又は災害の処理のための経費 

⑥ 補助対象期間以外に契約・発注、納品・検収、支払等を行った経費 
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⑦ パソコンや携帯電話、デジカメ等、本事業以外に汎用性のある機器に対する経費 

⑧ その他、県及び公社が適切でないと判断する経費 

    

 

 応募方法・提出資料 

(1)提出資料 

以下の提案書類、添付資料等を提出して頂きます。 

（手書きは不可ですが、ページ番号のみ手書きも可とします。） 

なお、共同事業体の構成員についても、会社の登記簿謄本等の添付資料を提出する必要があ

ります。 

 

項目 提案書類一式 

正本１部（片面印刷） 

副本9部 

（両面印刷） 

確認書類 提出 不要 

提案書類 提出 提出 

添付資料 提出 不要 

その他 任意 任意 

 

【確認書類】 

提案書類チェックシート 

 

【提案書類】 

① 提案書  

② 実証事業概要書 

③ 企業概要書 

④ 事業計画書 

⑤ 経費内訳書 

⑥ 収支予算書 

 

【添付資料】 

<法人の場合> ※⑦～⑪は共同事業者も要提出 

⑦ 誓約書 

⑧ 会社の登記簿謄本（原本）（履歴事項全部証明書） 

※提出日から起算し、発行後３ヶ月以内のものに限る。 

⑨ 会社の定款（写し） 

①から⑥までの提案書類は、通しページ番号を中央下に記入

してください。 
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⑩ 納税証明書（原本） 

※提出日から起算し、発行後3ヶ月以内のものに限る。 

※直近の年度に未納がないことを確認するため以下の書類を提出してください。 

ア 国税→直近の「法人税及び消費税及地方消費税」 

（証明書の種類：「その3の3」） 

イ 県税→全税目（滞納がないことの証明） 

⑪ 直近2カ年の事業報告書及び決算書（損益計算書、貸借対照表） 

※法人設立後2年に満たない、または直近の決算月の関係で2年分の決算書の提出ができな

い場合は、直近月末時点の試算表の提出でも可とする。 

⑫ 令和7年度共同事業体協定書（各構成員の代表者印を押印したもの） 

⑬ 提案書類のデータを格納した電子媒体（ＣＤ－Ｒ、ＤＶＤ－Ｒなど）：1つ。 

（※提案に係る書類及び電子媒体は返却いたしません。電子媒体をUSBメモリー等で提出

した場合も、返却しませんのでご注意ください。pdfファイルは原則不可とします。また

Windowsパソコンで文字化け等がなく、使用可能であるかを確認したうえで提出してくだ

さい。） 

 

    ※市町村の場合、上記⑦～⑫の提出は不要です（⑬のみ提出） 

 

【その他】 

・補足資料（任意様式、会社案内、製品等のパンフレット）があれば添付 

 

※電子媒体に格納する①～⑥の書類はWordファイルおよびExcelブックになりますが、そのファイ

ル名は必ず以下の例のとおり企業名をつけてください。（ファイル拡張子は省略しています。） 

 

 

※正本・副本ともに、部単位でダブルクリップ止めしてページ振りしてください 

（ゼムクリップ不可、ホチキス止め不要、ファイルつづり不要。）。 

 

 

 

 

 

※提案書類、添付資料は全てA4サイズとし、A4サイズでない場合は、提案書類の受付ができま

せん。コピー・貼付けする等、A4サイズ統一での提出をお願いします。 

１ 

 

例：「株式会社産業振興公社」の場合→ファイル名⇒ 提案書（産業振興公社） 

・ダブルクリップ止め 

・ページ番号 
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     (2)事前相談について 

応募にあたり、最低 1回事前相談を必須とします。 

事前相談は、本事業担当の公社専門コーディネーター等が実証事業に対する的確性や有効性、

実証事業の内容（課題が明確で、輸送コストの低減及び総合的な流通の合理化につながるか

等）の相談に応じます。 

なお、1回あたりの相談時間はプロジェクト 1件あたり 1時間程度とさせていただきます。 

※事前相談（電話相談を含む）は必ず公社担当までご連絡の上、面談予約をお取りください。 

 

(3)提案書受付期間 

令和 7年 6月 16日(月）～令和 7年 6月 26日(木) 

受付時間 9:00～16：00 月曜～金曜（6/23及び休憩 12：00～13：00を除く） 

※最終日の 6月 26日(木)は 15:00で締め切ります。 

最終日は、混雑が予想されますので、時間に余裕をもって提出してください。 

※受付状況によっては期間を延長する場合があります。 

 

 

 

 

 

 

(4)提案に関する注意 

① 当該事業に提案及び申請した実証事業の内容で国、公共団体、またはそれらに準ずる公的

補助制度による補助（委託事業を含む）を受けている場合、本補助金の審査の対象から除

外され、採択や交付決定は取り消されます。 

② 交付が決定されても、補助金交付額は、実証事業終了後の確定検査の結果により、申請額

と異なる場合があります。 

③ 補助金が申請者に支払われるのは、原則確定検査後になります。 

④ 補助金が交付決定された場合は、申請者の企業名、実証事業の内容などを一般(新聞、ホー

ムページ等）に公表することがあります。 

⑤ 本事業の成果を事業終了後、成果報告会等で公表することを予定しております。 

⑥ 事業終了後の動向や波及効果等について、フォローアップ評価（追跡調査）を行うことが

あります。 

⑦ 当該実証事業により取得した成果物に関する産業財産権は、県に届け出る必要がありま

す。当該産業財産権による収益が生じたときは、県に収益状況報告書を提出し、県への報

（注１）書類に不備等がある場合は、審査の対象となりません。提案書類を必ず確認してから提出してく

ださい。 

（注２）郵送の場合でも、提案書受付期間の締切までに到着したものに限ります。 

（注３）期限を過ぎてからの提出、差替えは受付けませんので、期限に余裕を持って提出してください。 

（注４）ＦＡＸ及びメールによる提出は受け付けません。 

（注５）なお、提出された書類は返却しませんので、予めご了承ください。 



 

9 
 

告に基づき相当の収益を生じたと認められるときには、当該申請事業者に対し、交付した

補助金の全部または一部に相当する金額を県に納付させる場合があります。 

⑧ 補助金に係る経理について、証憑類を整理し、かつこれらの書類を事業期間の終了年度の

翌年度以降5年間保存する必要があります。 

 

(5)提出及び問い合わせ先 

公益財団法人沖縄県産業振興公社 産業振興部 産業振興課 流通環境整備支援事業 

担当：玉城、石原、平良、金城 

〒901-0152 沖縄県那覇市小禄1831番地１ 

TEL：098-859-6239 FAX: 098-859-6233 E-mail: logigourika@okinawa-ric.or.jp 

 

 審査及び補助金の交付決定 

(1)審査の流れ 

① 一次審査（要件審査、書類審査） 

対象要件、実証事業の提案内容に関する審査を行います。 

※一次審査の結果は7月上旬までに通知します。 

② 二次審査（外部有識者等による審査委員会） 

外部有識者等による審査委員会にて提案された実証事業の内容の審査を行います。 

二次審査では、提案者のプレゼンテーションによる実証事業の評価を行います。 

※応募件数によっては変更になる可能性もあります。 

※二次審査の結果は7月下旬までに通知します。 

なお、上記審査は非公開で行いますので、審査結果や、審査の経過等に関する問い合わせに

は一切応じられませんので、予めご了承の上、提案してください。 

 

(2)審査基準 

     主に以下の項目を重点的に評価し、総合的な審査を行います。 

① 有効性 

② 経済性 

③ 計画性・実現性 

④ 継続性・自走化 

 

(3)審査結果の通知と本申請 

     審査結果（採択の可否）については、上記の審査の流れを経て、公社から提案者に通知しま

す。 

mailto:logigourika@okinawa-ric.or.jp
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提案した実証事業の採択通知を受けた企業等は、県から補助金の交付決定を受けるため

に、改めて県へ補助金交付申請書（本申請）を提出しなければなりません。申請書を提出し

た後、県の最終手続を経た上で、県は正式に補助金の交付決定を書面により通知いたしま

す。 

 

(4)交付決定の取り消し 

申請内容の虚偽、補助金の重複受給が判明した場合は、補助金の交付決定を取り消し、補助

金の返還請求、罰金の適用などを行うことがあります。 

 

 本事業における利益等排除について 

 本補助事業において、補助対象経費の中に補助事業者の自社製品の調達または関係会社からの調達

分（工事を含む。）がある場合、補助事業の実績額の中に補助事業者の利益等相当分が含まれること

は、調達先の選定方法如何に関わらず、補助金交付の目的上ふさわしくないと考えられます。 

 そこで補助事業においても今後の検査業務等に資することを目的として、下記のとおり利益等排除

方法を定めます。 

 

（１）利益等排除の対象となる調達先 

 補助事業者が以下の①～③の関係にある会社から調達を受ける場合（他の会社を経由した場

合、いわゆる下請会社の場合も含む。）は、利益等排除の対象とします。 

 利益等排除の対象範囲には、財務諸表等規則第 8条（大蔵省令第 59号）で定義されている親

会社、子会社、関連会社及び関係会社を用います。 

①補助事業者自身（代表事業者、共同事業者） 

②同一の資本に属するグループ企業からの調達の場合 

③補助事業者の関係会社（上記②を除く） 

 

（２）利益等排除の方法 

①補助事業者の自社調達の場合 

 原価をもって補助対象額とします。この場合の原価とは、当該調達品の製造原価をいいます。 

②100%同一の資本に属するグループ企業からの調達の場合 

 取引価格が当該調達品の製造原価以内であると証明できる場合は、取引価格をもって補助対象

額とします。これによりがたい場合は、調達先の直近年度の決算報告（単独の損益計算書）にお

ける売上高に対する売上総利益の割合（以下「売上総利益率」といい、売上総利益率がマイナス

の場合は 0とします。）をもって取引価格から利益相当額の排除を行います。 

③補助事業者の関係会社（上記②を除く。）からの調達の場合 
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 取引価格が製造原価と当該調達品に対する経費等の販売費及び一般管理費との合計以内である

と証明できる場合、取引価格をもって補助対象額とします。これによりがたい場合は、調達先の

直近年度の決算報告（単独の損益計算書）における売上高に対する営業利益の割合（以下「営業

利益率」といい、営業利益率がマイナスの場合は 0とします。）をもって取引価格から利益相当

額の排除を行います。 

 

注）「製造原価」及び「販売費及び一般管理費」については、それが当該調達品に対する経

費であることを証明して頂きます。また、その根拠となる資料を提出して頂きます。 
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